




































































 
   

工事請負契約書（案） 
 
 発注者と受注者は，工事の施工について，各々の対等な立場における合意に基づいて，次の条項

及び岡山市水道局工事請負契約約款（平成８年１２月２５日制定。以下「約款」という。）によっ

て公正な請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 
  

起工番号 施設基幹 08-002 
 
１ 工 事 名  中央幹線φ８００ｍｍ～φ７００ｍｍ配水管撤去工事１工区 
 
２ 工 事 場 所  岡山市北区北方一丁目地内から岡山市北区北方三丁目地内まで 
 
３ 工 期  令和  年  月  日  から 
    令和１０年 ３月３１日  まで 
 
４ 請負 代金 額                円 
   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(税率 10％)         円） 
 
５ 契約 保証 金 
   この契約に係る契約保証の種類は，下記のうち   とする。 
    契約保証 ①銀行等の金融機関の保証      ②前払金保証事業会社の保証 
 の種類  ③公共工事履行保証証券による保証  ④履行保証保険による保証 
   ⑤契約保証金の納付 
 
６ 前払金の有無  有り 
 
７ 契約不適合責任期間  ２年 
 
８ 中間前金払又は部分払の有無 有り 下記のうち   とする。 
     ①中間前金払 ②部分払（ただし，１回以内） 
  ただし，②とした場合は、約款第３５条第３項から第７項までを削る。 

収  入 
 

印   紙 



 
９ 特約事項 

この契約においては， 
（１）① 本契約において，各会計年度における前払金，部分払金及び請負代金の支払の限度額（以

下「支払限度額」という。）及び出来高予定額は，次のとおりとする。 
支払限度額    出来高予定額 

     令和８年度                        円                      円 
     令和９年度                        円                      円 
  ただし，前会計年度における支払未済額（前会計年度における支払限度額から前会計

年度における支払額を控除した額をいう。）は，当該会計年度における支払限度額に加

算するものとする。 
② 発注者は，予算上の都合その他の必要があるときは，支払限度額及び出来高予定額を変

更することができる。 
 

（２）① 本契約の前払金及び中間前払金については，約款第３５条中「契約書記載の工事完成の

時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっ

ては，各会計年度末）」と，約款第３５条及び第３６条中「請負代金額」とあるのは「当

該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における約款第３８条第１項の請負代金相当額

（以下「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合にお

いて，当該会計年度の当初に部分払をしたときは，当該超過額を控除した額）」と読み替

えて，これらの規定を準用する。ただし，この契約を締結した会計年度（以下「契約会計

年度」という。）以外の会計年度においては，受注者は，発注者の予算の執行が可能とな

る時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 
② ９（２）①の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの

出来高予定額に達しないときには，９（２）①の規定により準用される約款第３５条第１

項の規定にかかわらず，受注者は，請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に

達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 
③ ９（２）①の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの

出来高予定額に達しないときには，その額が当該出来高予定額に達するまで保証期限を延

長するものとする。この場合においては，約款第３６条第３項の規定を準用する。 
 

（３）① 本契約で部分払を選択した場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会

計年度までの出来高予定額を超えた場合は，受注者は，当該会計年度の当初に当該超過額

（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし，受

注者は，発注者の予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはでき

ない。 
② ９（３）①の場合において，前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については，

約款第３８条第６項の規定にかかわらず，次の式により算定する。 
 



部分払金の額≦請負代金相当額×９／１０ 
     －（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額） 

－｛請負代金相当額（当該会計年度の出来高超過額を除く。）－（前会

計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×当該会計年度前払

金額／当該会計年度の出来高予定額 
 

（４）本契約で中間前金払を選択した場合においては，約款第３５条第６項の規定にかかわらず，

中間前金払とともに，各年度の出来高予定額（最終年度に係るものを除く。）に係る当該年度

末の出来高に対して部分払をすることができるものとする。この場合において，年度末出来高

払を行うか否かについては，発注者と受注者とが協議のうえ，決定し，部分払金の額について

は，次の式により算定するものとする。なお，出来高超過額について部分払を請求することは

できない。 
部分払金の額≦請負代金相当額×９／１０ 

     －前会計年度までの支払金額 
－｛請負代金相当額（当該会計年度の出来高超過額を除く。）－前会計年度ま

での出来高予定額｝×（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金

額）／当該会計年度の出来高予定額 
 

（５）約款第５５条を削る。 
 
１０ 解体工事に要する費用等 別紙のとおり 
 
この契約締結の証として本書２通を作成し，当事者記名押印のうえ，各自１通を保有する。 
 

令和  年  月  日 

 

発注者  岡山市北区鹿田町二丁目１番１号 

岡山市水道局 

岡山市水道事業管理者 

水道局長      栗  原   諭      ㊞ 

 

 

受注者  所 在 地 

 商号又は名称 

 氏 名                   ㊞ 


